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第２章　環境の状況と対策
Ⅴ　環境の保全・創造に向けて各主体が取り組む協働社会づくり

第１６節　環境と経済発展の好循環の創出

　現況と課題
　本県は、製造品出荷額等が全国第６位（令和２年）の産業県ですが、今後も生産年齢人口の減少が見込まれる中、いかに県内経済・
県民所得を維持・向上させていくかが課題となっています。環境保全に貢献する環境ビジネスの振興を図り、環境と経済発展の好循環
を形成していくことが、持続可能な社会の構築にとって重要です。
　本県では、今後成長が期待される環境・エネルギー分野や次世代自動車分野において「EMS（エネルギーマネジメントシステム）」
などにより産業育成を推進しています。それに加え、循環型社会の重要なインフラ（基盤）である産業廃棄物処理業の長期的、安定的
な経営体制の維持や処理技術の高度化が必要です。また、農業の分野では、大消費地の中の産地という特性を生かし、地産地消を進め
るとともに、環境への負荷を軽減する農業技術体系の確立を図ることが必要です。
　事業者の自主的、積極的な環境配慮の取組は、事業活動からの環境負荷の軽減に加え、環境に配慮した設備の導入・製品の購入につ
ながることから、環境と経済発展の好循環を実現する上で重要です。「環境マネジメント」や「グリーン購入」などの推進や、企業に
よる環境配慮活動の支援が必要です。

　講じた施策

１　環境ビジネスの振興
❖環境ビジネスの情報提供と人材交流の推進
　脱炭素社会や循環型社会など、経済と環境の両立を図りながら持続的に発展する社会が求められ、企業においても取組が広がってい

　この節では、環境に配慮した事業活動を支持する県民、市民団体、企業などと連携して、環境と経済の好循環の創出を目指す様々な
取組について説明します。
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ます。こうした社会の潮流や先進的な企業の取組事例などについて、環境ビジネスセミナーで情報提供するとともに、企業間の人材交
流を行っています。
　また、環境分野のSDGsに取り組む企業を「環境SDGs取組宣言企業」として県ホームページにて紹介しています。
令和３年度環境ビジネスセミナー
　開催日：令和３年１０月１８日（月）
　参加者：１２２名

❖中小企業の環境ビジネス支援
　産業技術総合センターでは、「環境に優しい安価で高性能な電池の開発」「固体高分子形燃料電池（PEFC）の電極の開発」「バイオプ
ラスチック成形品の付加価値を向上させる成形加工技術」等、環境技術に関する研究を実施しています。また、環境分野における技術
支援（技術相談・依頼試験・機器開放・共同研究）も行っています。
　なお令和２年度から、環境問題など社会全体で取り組むべき課題の解決に取り組む中小企業の、新技術・新製品開発に対する補助を
実施しています。

２　脱炭素社会をリードする産業の育成
❖環境・エネルギー分野などの次世代産業の育成
　デジタル技術を活用したEMS（エネルギーマネジメントシステム）など、今後の成長が見込まれる分野の産業を育成するための支
援を行いました。
　また、急速なEVシフトの影響を受ける自動車関連企業をはじめ、脱炭素化を背景として業態転換や新分野への進出を目指す県内企
業に対して、技術開発・製品開発のため伴走支援などを行いました。

３　産業廃棄物処理業から環境産業へのステージアップに対する支援
❖産業廃棄物処理業界のイメージアップと人材育成
　循環型社会の担い手である産業廃棄物処理業界に優秀な人材を確保定着させるため、県内産業廃棄物処理業者の新入社員を対象とし
た合同入社式を令和３年５月２４日に開催し、４１人が参加しました。
　また、地域に愛され、かつ、信頼される環境産業を目指して、産業廃棄物処理業３S（スマイル・セイケツ・スタイル）運動の展開
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を図るなど、産業廃棄物処理業の重要性や魅力を効果的に発信する取組を推進しています。

❖産業廃棄物処理技術の高度化の推進
　太陽光パネルはガラス・金属・プラスチックが貼り合わされた複合素材のため、廃棄パネルをリサイクルするためには処理費用が高
額となることから、その多くが埋立処分されています。将来の大量廃棄を見据え、処理体制の確立や新たなビジネス創出を図るための
連携・マッチングの支援を目的として、太陽光パネルメーカー、解体業者、処理業者、リサイクル資材利用業者等が参画する協議会を
２回開催しました。
　また、住宅用太陽光パネルのリユース・リサイクルルート構築に向けた検討を進めるため、廃棄パネルの回収に係る環境省の実証事
業に参加しました。この実証事業では、令和３年７月から１２月までの期間、県内４箇所に回収拠点を設置し、合計１５４枚の廃棄パネル
を無料回収しました。

❖一般廃棄物処理における産業廃棄物処理施設の活用
　市町村が災害廃棄物を含めた一般廃棄物の処理を産業廃棄物処理施設を有する産業廃棄物処理業者に委託することで、災害廃棄物対
策の推進及び効率的な施設利用等ができるよう、産業廃棄物処理施設の活用について情報提供と技術的助言を行いました。
　令和３年度には、届出によって一般廃棄物の処理が可能となる「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置につ
いての特例」を活用した２施設が、新たに一般廃棄物の処理を開始しました。

４　環境に配慮した農業の振興
❖環境保全型農業の推進
　平成２６年度に策定した「埼玉県エコ農業推進戦略」に基づき、有機農業や化学合成農薬・化学肥料を削減して生産を行う特別栽培な
どの環境保全型農業を推進しました。
　また、特別栽培農産物に対して認証を行うとともに、特別栽培農産物を利用している飲食店等を「特別栽培農産物利用店」に指定し、
環境にやさしい農産物のPRと需要拡大を図りました。

❖多彩な地産地消の推進
　地産地消を県民運動として広く展開するため、「近いがうまい埼玉産」地産地消推進会議を開催し、県域・地域における活動実績や
推進方向の確認を行いました。



97

環
境
と
経
済
発
展
の
好
循
環
の
創
出

16

　県産農産物を積極的に利用している小売店や飲食店等を「県産農産物サポート店」として登録するとともに、県ホームページなどに
掲載し、サポート店のPRと県産農産物の利用拡大を図りました。（令和３年度末現在：２,６７１店舗）
　主原料に１００％県産農産物を使用し、製造された良質な加工食品を「ふるさと認証食品」として認証するとともに、県ホームページ
等でPRすることで、県産加工食品及び県産農産物の評価向上と需要拡大を図りました。（令和３年度末現在：４９８商品）

５　事業活動における自主的な環境負荷軽減活動の推進
❖環境マネジメントやグリーン購入などの推進
（１）環境マネジメントの推進
　環境マネジメントに積極的に取り組み、二酸化炭素（CO２）の排出削減に優れた取組をしている中小規模事業者を本県が独自に認証
する「エコアップ認証制度」の具体的な効果を広く知っていただけるよう、ホームページに取組実例を掲載し普及促進を図りました。
令和３年度は２７事業所を認証し、認証事業所は６２事業所となりました。
　また、本県も事業者として環境配慮を行うため「埼玉県環境マネジメントシステム」を運用しています。平成１１年度から平成１８年度
までは、本庁のみを対象とし、ISO１４００１の認証を取得していました。平成
１９年度から独自の環境マネジメントシステムを構築し、対象機関を全ての県
の機関に拡大するとともに、対象分野をオフィス活動のみから本来業務に拡
大しました。
　平成２８年度からは実施目標を以下の２種類に整理しています。
①日常業務における環境配慮
　「コピー用紙の使用量（購入量）の削減」を重点的に取り組む目標として
定め、その活動を強化しています。
②本来業務における環境配慮
　各機関が本来実施すべき業務の中で環境配慮（例：LED照明灯・信号機
の設置）に取り組んでいます。また、エコドライブやリサイクルの推進、執
務室及び周辺の緑化・整理整頓等についても進めています。

（２）グリーン購入の推進
　グリーン購入とは、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく、 図１６―１　取組件数の推移
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環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の軽減に努める事業者から優先して調達することです。
　本県では、平成９年９月に「埼玉県環境配慮方針」を定め、古紙配合率が高い用紙類や省電力タイプの照明器具を購入するとともに、
公共工事実施の際は環境への負荷低減効果が認められる資材、工法等を選択するなど、率先してグリーン購入に努めてきました。
　平成１３年４月の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の施行を踏まえ、県として特に調達を推
進する品目やその調達目標を定めた「埼玉県グリーン調達推進方針」を策定し、平成１４年度から全庁でグリーン購入に取り組んでいます。
　「埼玉県グリーン調達推進方針」は毎年度改定を行っており、令和４年３月現在、本県が特に調達を推進する品目は、２３分野３０１品目
となっています。

指標 目標設定時 現状値 最終目標値 指標の定義・選定理由

環境ビジネス関連
セミナーの参加企
業数（累計）

７１３社
（H２７年度末）

１,０８１社
（R３年度末）

１,０００社
（R３年度末）

（定義）県で実施する環境ビジネス関連セミナーや交流会への参
加企業数。
（選定理由）セミナーにおいて最新技術等に関する情報共有や交
流の場をより多くの企業に提供することで、県内の環境ビジネス
の機運の醸成に資するため、この指標を選定。

　目標と進捗状況
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第２章　環境の状況と対策
Ⅴ　環境の保全・創造に向けて各主体が取り組む協働社会づくり

第１７節　環境と共生する地域づくりの推進

　現況と課題
　本県には、豊かな森林に恵まれた秩父山地、狭山丘陵や見沼田

たんぼ

圃、三
さん

富
とめ

新田などの身近な緑、荒川・利根川の二大河川をはじめとす
る数多くの河川があり、多様な自然環境を形成しています。この自然環境を保全するとともに、資源として生かし、地域振興を図るた
め、グリーン・ツーリズムの推進が必要です。
　また、本県には多様な自然環境、風土に根差した人々の営み、歴史を経て形成された文化があります。自然と一体となった古墳や城
跡、歴史的建造物、地域の自然を象徴する地質現象や植物群落などは、将来の文化の向上発展や環境・景観保全の基礎をなすものとし
て、保護に努めていかなければなりません。
　自然環境や景観の保全には、環境影響評価制度を適正に運用するとともに、環境や景観の保全の取組を地域が一体となって進めるこ
とが必要です。

　講じた施策

１　グリーン・ツーリズムの推進
❖民間事業者と連携した情報発信
　県内の観光農園や農産物直売所などの情報を収集し、ポータルサイト「グリーン・ツーリズム埼玉」で情報発信するとともに、民間
事業者等の各種イベント開催時など、多様な機会を捉えてグリーンツーリズム・マップを活用し情報提供を行いました。

　この節では、地域の資源を生かした取組や、地域が一体となった環境や景観の保全・創造の取組について説明します。
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❖地域資源の再発見や都市と農山村との交流促進の支援
　地域でのしごとづくりに取り組む講師を招き、都市と農山村交流等の地域活性化対策について学ぶ研修会を実施しました。

２　歴史・文化的環境及び自然景観の保全
❖史跡・名勝・天然記念物などの指定
　令和３年７月に「チチブサワラ骨格化石」を新たに県指定天然記念物に指定しました。県指定天然記念物「萬松寺のシイ」の指定解
除を行いました。また、将来の指定に向けて、１２件（内、記念物２件）の候補について、埼玉県文化財保護審議会委員による調査・検
討を行いました。
　国・県指定文化財を後世に伝えるため、県指定史跡「滝の城跡」（所沢市）、県指定天然記念物「土屋神社神木スギ」（坂戸市）、県指
定天然記念物「脚折のケヤキ」（鶴ヶ島市）、県指定天然記念物「龍ヶ谷の鏡岩」（越生町）などの史跡や天然記念物のほか、所有者等が
行う５８件の文化財保護事業に対し補助金を交付しました。

❖地域の特性を生かした景観づくりの推進
　河川をテーマにした「新河岸川広域景観形成プロジェクト」、旧街道をテーマにした「歴史のみち広域景観形成プロジェクト」を実
施し、景観に対する意識を向上させるための啓発活動を行いました。

３　環境影響評価制度の推進
❖環境影響評価制度及び戦略的環境影響評価制度の適正な運用
　本県では、昭和５６年２月、「埼玉県環境影響評価に関する指導要綱」を制定し、同年６月から環境影響評価制度を運用してきました。
その後、その運営をより公正・確実なものとするために条例化を図り、平成６年１２月に「埼玉県環境影響評価条例」を公布、翌平成７
年１２月から施行しています。さらに、平成１４年４月から「埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱」に基づき計画等の立案段階において、
幅広く環境配慮のあり方を検討しています。
　令和３年度末までの手続件数は、法によるものが５件、条例によるものが４２件となっています。
　また、要綱に基づく戦略的環境影響評価は、令和３年度末までに７件実施しています。
　令和３年度は、太陽電池発電所の設置に係るもの１件、廃棄物処理施設の設置に係るもの２件、その他３件の環境影響評価手続を実
施しました。
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専門家 

本制度は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業等に、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表すると
ともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、これを事業計画に反映させることにより、公害の防止や自然環境の保全を図るための制度です。

調査：計画地と周辺地域の環境の調査
予測：事業実施による環境に与える影響の予測
評価：環境への影響を回避・低減できているかの評価

知 事住民等 助言

環境保全に関する意見

・環境負荷を少なくする計画づくり
・環境保全措置の検討

よりよい
事業計画

調査・予測・評価結果の公表

事業計画

事業者

図１７―１　環境影響評価手続
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図１７―２　地域清掃気軽に登録制度ポスター

写真１７―１　彩の国ロードサポート団体の活動

４　地域が主体となった環境保全活動の推進
❖地域の清掃活動団体の活動支援
　ごみ散乱防止の普及啓発や事業者、関係機関との推進体制の整備を促進するた
め、ボランティア清掃活動団体を支援しています。令和３年度末の登録団体数は
８７９団体です。

❖彩の国ロードサポート制度の推進
　快適で美しい道路環境づくりを推進するため、「彩の国ロードサポート制度」
の登録団体の活動を支援しています。
　「彩の国ロードサポート制度」では、令和３年度末で８１６団体が登録し、さいた
ま市を除く県内全ての市町村で、道路の清掃や花植えなどの活動を行っています。
本県では、団体の活動をPRする看板設置や、清掃用具の貸出しなどの支援を行
っています。
　また団体へのお知らせや活動団体の紹介を行うロードサポートニュースの発行
を行ったほか、８月には、「道路ふれあい月間」にちなんだイベントを行い、彩
の国ロードサポートの普及・啓発活動を行っています。

❖川の再生に取り組む地域団体などへの活動支援
　地域で川の再生に取り組む「川の国応援団」は令和３年度末で７３７団体が登録し、
県内全ての市町村で、河川清掃、環境学習、水質調査、生物調査などの活動を行
っています。本県では、こうした「川の国応援団」の活動の定着と拡大を図るた
め、活動資機材の提供や貸出しなどの支援を行っています。
　また、「川の国応援団」相互の交流と情報共有を目的とした「川の再生交流会」
を開催しています。

❖埼玉県プラごみゼロウィーク
　プラスチックごみ問題を自分ごととして捉え、プラスチックごみ問題の解決に
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指標 目標設定時 現状値 最終目標値 指標の定義・選定理由

地域清掃活動団体
の登録数（累計）

５３１団体
（H２７年度末）

８７９団体
（R３年度末）

８３０団体
（R３年度末）

（定義）地域環境の保全や美化に取り組んでいるNPOや企業、学
校等の地域清掃活動団体登録数。
（選定理由）地域の美化活動状況を示す数値であることから、こ
の指標を選定。

　目標と進捗状況

向けた行動を促進するため、プラスチックごみを減らすライフスタイルの実践と地域清掃を呼びかける「埼玉県プラごみゼロウィーク」
を実施しています。
　令和３年度は春と秋の年２回、時間的・空間的な密を避けて実施しました。令和２年度に引き続き、地域清掃を行う際の注意点を『彩
の国「新しい生活様式」における地域清掃活動１０のポイント』として周知し、安心して地域清掃活動を行ってもらえるよう案内しました。
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第２章　環境の状況と対策
Ⅴ　環境の保全・創造に向けて各主体が取り組む協働社会づくり

第１８節　連携・協働による取組の拡大

　現況と課題
　里山に代表される豊かな自然環境の保全・再生などの課題に効果的かつ適切に対応するためには、県民、市民団体、企業、行政、学
校などあらゆる主体が連携・協働して取組を進めることが重要です。
　これまで、本県では、県民、市民団体、企業と連携した廃棄物の不法投棄の未然防止や緑地の保全などに取り組んできました。引き
続き、県が積極的に連携・協働の体制づくりを支援することが必要です。
　地球温暖化や大気汚染などの広域的な課題については、他の自治体と連携して取り組むことでより効果的に対応できることから、九
都県市などとの広域的な連携を推進することが必要です。

　講じた施策

１　県民、企業、学校、市町村と連携・協働した環境保全への取組の推進
❖廃棄物の適正処理やごみの削減に向けた取組の推進
（１）企業や団体と連携した廃棄物の不法投棄防止の推進
　廃棄物の不法投棄などの不適正処理の早期発見のため、民間協働による取組を拡大しています。県内を巡回する企業、組合など４０の
団体と「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」を結び、不法投棄の情報提供をお願いしています。

　この節では、環境の保全・創造に向けて、県民、市民団体、企業、行政、学校などあらゆる主体が連携・協働して取り組む体制づく
りについて説明します。
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（２）市町村等と連携した事業系ごみ削減の推進
　市町村が処理する一般廃棄物のうち、総排出量の約５分の１を占める事業系ごみを削減するため、市町村と協働して排出事業者の立
入検査等を実施し、さらなるごみの資源化を助言するとともに、事業系ごみ削減キャンペーンを１０月に実施し、排出事業者への啓発活
動などを行い、全県的な事業系ごみの削減を図りました。

❖緑地保全など自然環境の保全に向けた取組の推進
（１）緑地保全に向けたボランティア、学校などとの連携
　県民参加によるみどりの再生を推進するため、みどりの保全・創出・活用に取り組む団体・企業・グループ等７０団体に対し、「みど
りの活動支援補助事業」により支援しました。

（２）希少野生動植物保護推進員などとの連携
　保護推進員７名を委嘱し、「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」で指定する「県内希少野生動植物種」の自生地の巡回
等を行い、生息・生育状況の把握に努めました。

（３）傷病野生鳥獣保護ボランティアとの連携
　傷病野生鳥獣を治療するため、県獣医師会に委託して、令和３年度は４５の保護診療機関を指定し、５３３羽（頭）を治療しました。
　さらに、傷病野生鳥獣保護ボランティアについては平成２６年度から登録制度を開始し、治療後の鳥獣が再び自然に復帰できるまでの
間、保護・飼養を依頼するボランティアの確保に努めました。令和３年度末では、個人及び法人で合計６０者が登録しており、傷病鳥獣
の野生復帰を支援しました。

（４）埼玉県自然公園指導員などとの連携
　自然公園利用者に対して助言指導、自然解説及び情報提供などを担う指導員の養成と活動支援を行いました。

２　環境の保全と創造に取り組む県民、企業、市民団体などへの支援
❖環境の保全と創造に取り組む県民、企業、市民団体などへの支援
（１）地球温暖化防止活動推進員への支援
　地域における普及啓発活動の中核である地球温暖化防止活動推進員に対し、能力向上に資する研修を実施しました。各推進員は、地
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元市町村の環境関係のイベントなどで活動を続けており、令和３年度の推進員延べ活動
数は４,３８６回となりました。

（２）彩の国みどりのサポーターズクラブの活動の充実
　「彩の国みどりのサポーターズクラブ」の仕組みにより、緑化講習会等の情報提供や
植樹活動を行う団体・企業に対し、必要な苗木等の提供を行いました。

（３）生物多様性保全活動団体の活動支援
　地域で希少野生動植物の保護など生物多様性保全活動に取り組む団体に対して、専門
家紹介など人的支援を行っています。担い手となる団体の活力を向上させることで、県

写真１８―１　地球温暖化防止活動推進員研修会

❖九都県市を中心とした連携の推進
　環境問題への取組は、本県だけでなく、
首都圏の各自治体と連携することで、よ
り効果的で効率的に対応することができ
ます。このため、九都県市（埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市）で
連携し、３Rの普及促進などの広域的な
取組を行っています。
　令和３年度も、引き続き、「食品ロス」
と「容器包装ごみ」の削減を図る事業を
実施しました。九都県市の域内住民に食
品ロスの削減を啓発するため、食品ロス
の削減をテーマとした動画等の更新を行 図１８―１　食品ロス削減啓発動画のチラシ 図１８―２　チャレンジ省資源宣言キャンペーンポスター

内希少野生動植物種の保護・増殖活動や、外来生物の駆除活動など県民参加による生物多様性保全活動を促進しました。

３　広域的な連携の推進



107

連
携
・
協
働
に
よ
る
取
組
の
拡
大

18

うとともに、YouTubeへの広告掲出を実施しました。また、ワンウェイプラスチック製品や容器包装、食品ロスの削減を呼びかける
キャンペーンを実施し、小売事業者と連携してPR活動を行いました。

指標 目標設定時 現状値 最終目標値 指標の定義・選定理由

環境アドバイザー、
環境教育アシスタ
ント、環境学習応
援隊の派遣回数
（年間）

２３７回
（H２７年度末）

２２４回
（R３年度末）

３００回
（R３年度末）

（定義）環境アドバイザー、環境教育アシスタント、環境学習応
援隊の講演会や出前授業等の派遣回数。
（選定理由）派遣回数は環境アドバイザー等との連携の規模を示
す数値であることから、この指標を選定。

希少野生動植物種
の保護増殖箇所数
（累計）
（共通指標：１０　生物
多様性の保全）

８８か所
（H２７年度末）

１４７か所
（R３年度末）

１２０か所
（R３年度末）

（定義）希少野生動植物の種の保護に関する条例で、県内希少野
生動植物種に指定されている種の保護増殖箇所数。
（選定理由）県内希少野生動植物種に指定されている種を保全し
ていくためには、保護増殖の取組を推進していく必要があること
から、この指標を選定。

彩の国みどりのサ
ポーターズクラブ
入会団体数（累計）
（共通指標：８　みど
りの保全と再生）

２３３団体
（H２７年度末）

５８３団体
（R３年度末）

３１０団体
（R３年度末）

（定義）彩の国みどりのサポーターズクラブへの企業及び団体の
登録数。
（選定理由）みどりの保全や創出を進めていくためには、企業や
NPO等が自らの手で緑化活動を実践・実施していくことが必要
であることから、この指標を選定。

　目標と進捗状況
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第２章　環境の状況と対策
Ⅴ　環境の保全・創造に向けて各主体が取り組む協働社会づくり

第１９節　環境を守り育てる人材育成

　現況と課題
　多様で複雑化する環境問題を解決していくためには、県民、市民団体、企業、行政、学校など全ての主体が、日常生活や事業活動に
おいて環境に配慮した行動を実践していく必要があります。
　そのため本県では、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、「環境アドバイザー」、「環境学習応援隊」
の各制度の活用、「こどもエコクラブ」などの環境活動に取り組む団体の支援、環境科学国際センターでの各種講座の開催、自然学習
センターをはじめとする自然とふれあう施設の設置などにより、環境学習の機会の提供や人材の育成を推進しています。
　今後も持続可能な社会の構築に向けて、環境学習の充実、環境学習や環境保全活動を担う人材の育成を図ることが必要です。

　講じた施策

１　環境学習の機会の拡大
❖ボランティアや企業と連携した環境学習の支援
　県民が自主的に行う環境保全や環境教育を支援するため、本県で
は環境に関する専門的な知識や経験を持つ方を「環境アドバイザー」
として登録し、地域や学校で行われる講演会や観察会などの講師と
して活躍していただいています。
　また、学校における環境教育を支援するため、環境学習プログラ

　この節では、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の趣旨を踏まえた、環境学習の支援及び環境を守り育てる人
材育成の取組について説明します。

表１９―１　令和３年度環境学習支援実績
登録数 派遣回数 受講者数

アドバイザー １５４名 ２０６ １２,０４０
アシスタント — — —
応援隊 ４２団体 １８ １,２４８
合計 — ２２４ １３,２８８
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ムを実施する民間企業等を「環境学習応援隊」として登録し、環境教育に取り組む学校での授業や、施設見学の受け入れを促進しています。

❖子供の自主的な環境活動の支援
　持続可能な社会の構築に主体的に取り組める人材を育成するため、次世代を担う子供たちの中に環境を大切にする意識が育つよう、
子供たちが主体的に地域の環境保全活動に取り組む「こどもエコクラブ」の活動を支援しています。
　学校や地域で自分たちにできる身近な環境活動に取り組むこどもエコクラブの活動を対象に、活動経費の一部を助成しました。令和
３年度は、４９団体に対し計５,４３１千円の助成金を交付しました。
　また、例年こどもエコクラブの活動発表の機会として、「こどもエコフェスティバル」を開催していますが、令和３年度は新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴い中止となりました。

❖環境科学国際センターによる各種公開講座の実施
　環境科学国際センターでは、子供から大人まで環境問題について気軽に学習でき
る展示館や生態園などの環境学習施設を開設しています。
　展示館は体感型の展示施設で、楽しく地球温暖化などの環境問題を学ぶことがで
きます。令和２年度には、大規模改修工事により、巨大なスクリーンで映像を楽し
める「彩かんかんドーム」を整備し、リニューアルオープンしました。平日は小学
校の社会科見学、休日は子供連れの家族の利用が多くなっています。
　生態園は昭和３０年代の県東部地域の里山の自然環境をビオトープ手法で復元した
もので、広さが２.２haあります。植物、チョウやトンボなどの昆虫、野鳥などの自
然観察に利用されています。
　また、環境問題を正しく理解し、環境保全への実践に結びつけるための学習機会
を提供するため、試験研究機関の特色である科学的知見を生かした各種公開講座を
開催しています。令和３年度は、県民実験教室や生態園体験教室、彩の国環境大学
などを延べ４２回開催し、１,０６３人の参加がありました。夏休み、県民の日には特別
企画として研究所公開や科学番組上映会なども行いました。研究員が講師となる出
前講座も５７回実施しました。
　令和３年度のセンター利用者数（展示館入館者数、環境学習講座・イベント等参
加者を含む）は、３１,７９３人でした。

写真１９―１　県民実験教室（体験！熱いサイタマ
から身を守る！）
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❖自然の博物館による学校支援、レファレンス対応の充実
　自然の博物館では、県内唯一の自然系総合博物館として、「過去から未来へ　埼玉３億年の旅　そして自然と人との共生」をテーマとし
た常設展、「自然の博物館１００年の軌跡～標本陳列所から自然史の足跡をたどる～」など、収蔵資料等を活用した企画展等を通じ、観覧者
に対して県内の自然環境について学習する機会を提供しました。令和３年度は学校利用８５校３,４６１名を含む７６,５９７名の観覧がありました。
　川の博物館の特別展「すみか～身近なすみかを見てみよう～」の企画などを通じて、広く県民に対して自然環境に関する学習の機会
を提供しました。
　学校等に出向いて理科や総合的な学習の時間などを支援する出張授業や現地屋外等における体験学習等を、２１件７９１名に対して行い
ました。また、教育機関や団体等からの要請を受けて自然学習に関する講座を１２件３７２名に対して実施しました。
　学校・社会教育施設における自然学習の指導者を養成するため、教員研修の支援を行ったところ、計５４名の利用がありました。県民、
来館者、マスコミ等から寄せられる自然環境に関する問合せ５５６件に対して回答しました。
　野外観察会や博物館における体験学習、研究発表会等を通じて、県民に自然とのふれあいや学習の機会を提供しました（自然史講座
６回１０８名、観察会４回６２名、各団体との共催・協力イベント４回３５名、その他事業１,０４３名）。

❖自然体験など様々な機会における環境学習の実施
（１）自然体験・学習施設における環境学習の推進
　自然とのふれあいのための施設を設置しており、平成１８年度から指定管理者制度を導入し管理運営を行うとともに、自然観察会など
生物多様性の保全に関する事業等を実施しました。

写真１９―２　生態園自然観察会 写真１９―３　研究所公開
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（２）自然公園、自然歩道などの利用促進
　県内の自然公園における歩道や園地などの施設については、利用者が安心して快適に利用できるよう適正な管理を行いました。また、
自然公園利用者に対して助言指導、自然解説及び情報提供などを担う指導員の養成と活動支援を行いました。

表１９―２　自然とのふれあい施設の整備・運営状況
施設名・施設の案内 主な事業実施状況（令和３年度）

埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園（北本市）
　平成４年開設。北本自然観察公園は、都市に自然を呼び
戻し、身近な自然とふれあえる都市公園（アーバンエコロ
ジーパーク（自然生態観察公園））。自然学習センターは北
本自然観察公園内にあり、自然について学習し理解を深め
るための施設。館内観察ロビーからは望遠鏡を使って公園
内の生き物を観察できる。
指定管理者：（公財）埼玉県生態系保護協会

１　定例自然かんさつ会� ９０回
２　しぜん工作教室� ３６回
３　自然に親しむイベントデー� ８回
４　クイズラリー� ５３回
５　ホタル解説ナイト� １２回
６　キッズ生きもの研究室� ２１回
７　保育士・幼稚園教諭のための自然体験講座� １回
【R３　入館者数：８３,２４８人】

埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター（所沢市）
　平成６年開設。狭山丘陵の身近な自然とのふれあいを通
して、自然の大切さ、自然と人とのかかわりを考える施設。
センターエリアの他、それぞれのテーマを持つ５か所の自
然観察スポットがあり、歩きながら自然とふれあうことが
できる。
指定管理者：（公財）トトロのふるさと基金

１　狭山丘陵自然観察会� ６回
２　ガイドウォーク� ２２回
３　里山体験講座� ４回
４　地域公共施設との連携イベント� ９回
５　環境教育活動の支援� ２１回
６　基礎から学ぶ植物画講座� １３回
７　植物画講座中級編� １３回
【R３　入館者数：２０,９９２人】

さいたま緑の森博物館（入間市・所沢市）
　平成７年開設。狭山丘陵の雑木林や湿地など自然そのも
のを野外展示物として、エリア内の自然観察路を散策しな
がら自然とふれあい、観察できる施設。
指定管理者：（株）自然教育研究センター

１　自然観察会� ４回
２　週末ガイドウォーク� １１回
３　里山ようちえん� ６回
４　里山体験教室� ５回
５　食育体験教室� ６回
６　親子はじめてキャンプ� １回
７　里山文化講座� ２回
【R３　入館者数：３２,６９４人】
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写真１９―５　狭山丘陵講座「ナラ枯れセミナー」
（埼玉県狭山丘陵いきものふれあ
いの里センター）

表１９―３　埼玉県内の自然公園等

写真１９―４　家族で楽しむバードウォッチング
（埼玉県自然学習センター・北本
自然観察公園）

自然歩道
首都圏自然歩道
～関東ふれあいの道～

１都６県を回遊する全長約１,８００kmの長距離歩道で、本県では１３コー
ス、延長１５５.５kmを整備している。

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

1 S２５.７.１０ 秩父市，小鹿野町 ３４,４１１.０ １２,７１１.０

❶ S２６.３.９ 所沢市，入間市 １,８０７.８

❷ S２６.３.９ 飯能市，入間市，日高市 ２１,８３９.０

❸ S２６.３.９ 毛呂山町，越生町，ときが
わ町 ９,４２０.２ １,０７５.９

❹ S２６.３.９ 秩父市，小川町，皆野町，長
瀞町，東秩父村，寄居町 １４,７５３.６ ２,０６５.５

❺ S２９.３.９ 東松山市，嵐山町，吉見町，
鳩山町 ４,６３８.０

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

❻ S２９.３.９ 秩父市，本庄市，皆野町，神
川町 ６,３７８.０ ８５８.０

❼ S３２.７.１５ 秩父市，横瀬町 １５,４６２.０

❽ S３５.１１.４ さいたま市，川口市 １,１５９.０

❾ S５３.３.２２ 小鹿野町 ５,２８３.０ ４１０.０

❿ S５６.３.２４ 秩父市，小鹿野町 ９,４３０.５

自然公園
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（３）ライフスタイルキャンペーンによる県民運動の推進
　冷暖房の使用によりエネルギー使用量が増える夏と冬に、省エネで地球温暖化防止を呼びかける「ライフスタイルキャンペーン」を
行いました。
　キャンペーンでは、夏季における「クールビズ」、冬季における「ウォームビズ」、簡単なチェックシートで１日省エネ生活に取り組
む「エコライフDAY埼玉」を実施しました。
　また、子供のころから地球温暖化への理解を深め、率先して省エネ行動を実行できるよう、県が作成した漫画で学べる副読本を主に
小学校高学年を対象とした授業等で活用していただきました。

（４）循環型ライフスタイルの定着に向けた支援
　３R（発生抑制「リデュース」、再使用「リユース」、再生利用「リサイクル」）を推進するため、県政出前講座や３R講座、食品ロス
専門家派遣事業により、循環型社会について学習する機会を設け、循環型社会への理解促進を図っています。

（５）森林環境教育や木育の推進
　森林内での様々な体験活動などを通じて、自然環境の保全や資源の循環利用など、森林が持つ多面的機能や人々の生活と森林との関
係について理解と関心を深めています。また、埼玉県農林公園木材文化館内の「木育ひろば」（子供が遊べる木質化したスペース）等
で木育活動を実施し、木材や木製品とのふれあいを通じて木との親しみや木の文化への理解を深めています。

（６）「みどりと生き物」の学習コンテンツの制作
　次代を担う子供たちが「みどりと生き物」を大切に思う気持ちを育み、埼玉の豊かな自然を未来に引き継ぐことを目的として、みど
りや生き物について動画で楽しく学べる学習コンテンツを制作し、埼玉みどりのポータルサイトで公開しています。

２　環境学習・環境保全活動を担う人材の育成
❖環境学習の担い手の育成
（１）環境学習の担い手の育成
　環境科学国際センターでは、地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを育成するために、平成９年度から彩の国環境大学
を開催しています。環境大学の基礎課程では、幅広い環境問題について基礎的な内容を学び、実践課程では、地域で活動する指導者を
養成するために専門的な知識や手法を学びます。令和３年度は３８人（基礎課程２３人、実践課程１５人）が受講し、２８人（基礎課程１７人、
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写真１９―７　彩の国環境大学（公開講座）

実践課程１１人）が修了しました。

（２）エコドライブアドバイザーの育成
　本県では、エコドライブを普及させるため、自動車関連団体や企業等と連携し、実
践的なエコドライブ講習会や出前講座の開催、エコドライブの教材の提供等を行いま
した。
　令和３年度は、民間事業者への支援も含めてエコドライブ講習会を６４回開催しまし
た。受講生の中からエコドライブ普及の核となる「エコドライブアドバイザー」とし
て、２,５４４名を認定しました（累計　２８,５６４人）。

❖環境保全活動の担い手の育成
（１）環境保全活動の担い手の育成
　環境科学国際センターでは、地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを
育成するために、平成９年度から彩の国環境大学を開催しています。また、修了生を
対象としたフォローアップ講座も開催し、修了生の環境知識の向上を図り、環境活動
の実践を支援しています。

（２）野生鳥獣を保護管理する担い手の育成確保
　野生鳥獣被害を防止する役割を担う狩猟者の確保及び狩猟の適正化を図るため、狩
猟免許試験、適性検査等を実施し、令和３年度は狩猟免許交付を４６４件、狩猟免許更
新を２,３２８件行い、令和３年度末の有効免許件数は４,９１７件となりました。
　また、実際の狩猟経験が少ない狩猟免許保持者を対象とし、ニホンジカ捕獲実践研

写真１９―６　エコドライブアドバイザー証（見本）

修を行い、実践的な捕獲ができる狩猟者を育てています。
　鳥獣保護管理員（令和３年度は７７人）を設置し、狩猟の取締り、鳥獣の生息状況調査などを行いました。
　鳥獣保護思想の普及啓発を図るため、愛鳥週間ポスターの原画の募集を行い、令和３年度は２３９点の応募がありました。
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❖学校における環境教育の推進
ボランティアや企業と連携した環境学習の支援
　児童・生徒への環境教育の充実を図るため、総合的な学習の時間等における環境教育の講師として「環境アドバイザー」に活躍して
いただいています。また、「環境学習応援隊」の登録団体が、それぞれの団体の持つ環境学習施設に見学の受入れを行うなど、学校で
取り組む環境教育の充実を図っています。

指標 目標設定時 現状値 最終目標値 指標の定義・選定理由

環境アドバイザー、
環境教育アシスタ
ント、環境学習応
援隊による環境学
習の参加人数（年
間）

１９,２７６人
（H２７年度末）

１３,２８８人
（R３年度末）

２０,０００人
（R３年度末）

（定義）環境アドバイザー、環境教育アシスタント、環境学習応
援隊の講演会や出前授業等の参加人数。
（選定理由）環境学習を実施する県民や学校等を支援する制度で
あり、学習機会の充実度を示す数値であることから、この指標を
選定。

環境科学国際セン
ターの利用者数
（累計）

７６１,７４２人
（H２７年度末）

１,００８,８２４人
（R３年度末）

１,０３２,０００人
（R３年度末）

（定義）環境科学国際センターの平成１２年開設時からの利用者数。
（選定理由）子供から大人まで県民一人一人が環境問題を正しく
理解し、環境保全の実践に結びつけるための学習機会を利用する
ことは重要であるため、この指標を選定。

エコドライブアド
バイザーの認定者
数（累計）
（共通指標：２　地球
温暖化対策の総合的
推進）

９,９０７人
（H２７年度末）

２８,５６４人
（R３年度末）

１８,７５０人
（R３年度末）

（定義）県又は県が認める団体等が実施するエコドライブ講習会
を修了し、一定の成績を修め、エコドライブの普及啓発を進める
エコドライブアドバイザーの認定者数。
（選定理由）エコドライブの普及啓発は、広く事業所等に広めて
いく必要があることから、この指標を選定。

　目標と進捗状況
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第２章　環境の状況と対策
Ⅴ　環境の保全・創造に向けて各主体が取り組む協働社会づくり

第２０節　環境科学・技術の振興と国際協力の推進

　現況と課題
　多様で複雑化する環境問題に県民、市民団体、企業、行政などが、連携・協働して取り組んでいくためには、環境問題の現状や取組
に関する情報を共有するとともに、幅広い調査研究や技術開発など、環境科学の振興が不可欠となっています。
　環境科学国際センター（加須市）や自然の博物館（長瀞町）では、各種調査や研究を進めるとともに、環境に関する情報を提供して
いくことが必要です。
　過去に公害問題を克服してきた本県の持つ経験や技術は、環境汚染の課題を抱えている国や地域には非常に有益です。また、気候変
動のような地球環境問題や越境大気汚染などへの対策は、世界の国や地域が共同して取り組むことで、より一層効果的になります。国
際社会の一員として、海外機関への技術支援や国際的な共同研究、研究交流、情報交換など多角的な国際協力活動の推進が必要です。

　講じた施策

１　環境情報の収集及び提供
❖試験研究や自然環境などの環境情報の発信
　適切な環境保全対策を図るため、環境に関する情報を収集・整理し、ホームページへのデータ登載、各種パンフレット・リーフレッ
トの配布、マスコミなど様々な広報媒体を活用し、県民・事業者・市町村・教育機関・NPO等のニーズに対応するための環境情報の
提供を行いました。
　特に、環境科学国際センターでは、全国有数の体制で、温暖化、大気、自然、資源循環・廃棄物、化学物質・環境放射能、水、土壌

　この節では、多様で複雑化する環境問題に対応するため、各種調査や試験研究などの取組について説明します。また、国際社会の一
員としての国際協力活動の取組について説明します。
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・地下水・地盤といった地球環境に関する試験研究を行うとともに、環境情報の収集・発
信拠点として、環境情報・試験研究などの各種関連情報をホームページに登載（令和３年
度アクセス数１８４,８４８件）し、令和４年２月には、研究員が研究成果を発表するセンター
講演会を開催しました。また、ニュースレターの発行（年４回）、出前講座の実施、マス
コミへの情報提供などを通して、研究内容などの情報を広く県民に向けて発信しています。

❖自然史標本、動植物の生息記録などの生物多様性情報の収集及びデータベースの作成
　植物標本や昆虫標本、動物はく製等の自然史標本は、区別の難しい種を再検討したり、
過去の分布記録を明らかにする上で重要な役割を果たしています。ある時代、ある地域の
自然環境の状態を物語る証拠資料であり、レッドデータブック作成の際などにも活用され
ています。自然の博物館では、県内唯一の自然系総合博物館として自然環境とその変遷に
関する情報・資料の収集・整理と情報発信に努め、令和３年度には５,６９２件の資料を登録
しました。
　収蔵標本を良好な状態で保管し後世に伝えるため、温湿度管理やIPM（総合的有害生物
管理）によって収蔵庫の適切な管理を行いました。また、収蔵資料を有効に活用するため、
１,８１７点を展示に利用し、１,８３６点を学術研究等の特別利用（熟覧・撮影等）に供しました。
　収集した自然環境に関する資料・情報の価値を明らかにして県民に伝えるため、分野ご
とに研究テーマを設定し、埼玉の自然及び自然と人との関わりに関する調査研究を進めま
した。令和３年度は館をあげた総合的な資料収集活動として「入間川流域自然遺産調査」
（５か年計画の３年目）を実施しました。また、埼玉県の自然に関する原著論文２件、短
報１０件を掲載した「埼玉県立自然の博物館研究報告第１６号」を刊行しました。１回の研究
発表会において５件の発表を行い、加えて８件の学会発表・報文の公表を行いました。

写真２０―１　センター講演会（特別講演）

写真２０―２　センター講演会（ポスター展示）

２　産官学と交流及び連携した共同研究の推進
❖大学、企業、国立環境研究所、県試験研究機関と連携した共同研究
　環境科学国際センターでは、「社会と消費行動の変化がわが国の脱炭素社会の実現に及ぼす影響」を（国研）国立環境研究所や京都
大学などと進めるなど、令和３年度は国内の大学、研究機関及び企業と３８課題の共同研究を行いました。また、民間企業等との連携を
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促進するため、研究シーズ集（第３版）を作成しました。

３　環境科学の振興
❖研究評価制度の適切な運用
　環境科学国際センターでは、環境施策との連携や研究の質の向上などのために、事前と事後、一部の課題は中間で研究評価を実施し
ています。令和３年度は事前評価８課題、事後評価５課題、中間評価１課題の評価を行い、結果をHPに公表しました。また、評価の
客観性や信頼性を確保するため外部有識者による研究審査会を２回開催し、評価対象課題のうち６課題について御意見を頂き、研究評
価に活用しました。

❖競争的外部資金を獲得した研究資源の充実
　埼玉県の直面する様々な環境問題に対応した試験研究を実施していくため、環境科学国際センターでは、外部資金の積極的な導入を
図っています。令和３年度は、環境省や文部科学省などの競争的資金を活用して、「シロキサン類の環境中存在実態及び多媒体挙動に
関する研究」など２６課題の研究を行いました。

４　海外の研究機関などとの共同研究、人的交流の推進
❖海外研究機関などと協力した調査試験分析や研究発表などの実施
　環境科学国際センターでは、中国上海大学、韓国済州大学校とPM２.５の日中韓共同観測体制を構築し、越境大気汚染の評価手法を検
討する共同研究を行うなど、海外の研究機関等との共同研究を推進しました。

５　環境技術の提供による国際貢献
❖海外からの研修員の受入れ
　環境科学国際センターでは、姉妹友好州省である山西省の環境改善に協力するため、研修員を受け入れています。また、環境計測技
術支援や水環境保全技術支援などのために、中国などから研究員・研修員の受入れを行っています。令和３年度については、新型コロ
ナ感染症の影響で実施されませんでした。
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❖海外研究機関などと共同した環境技術に関する技術支援
　環境科学国際センターでは、ベトナムにおける建設廃棄物のリサイクル推進に資するため、外部資金（地球規模課題対応国際科学技
術協力事業「ベトナムにおける建設廃棄物の適正管理と建廃リサイクル資材を活用した環境浄化及びインフラ整備技術の開発」（研究
代表者：川本健教授、埼玉大学））を活用して、平成２９年２月から国際共同研究を行っています。これに関連して、ベトナム国立建設
大学などと、ベトナムにおける建設廃棄物の適正管理やリサイクルの推進を図るため排出・管理実態調査に加え、ハノイ市内での不法
投棄の実態調査を行い、調査方法などの技術的支援を行いました。さらに、ガイドライン策定委員会に参加し、建廃リサイクルのため
の現場解体分別ガイドライン案を作成しました。現在は最終化のための準備を進めています。これらの技術支援は、オンライン会議や
メールにより行いました。

指標 目標設定時 現状値 最終目標値 指標の定義・選定理由

環境科学国際セン
ターの共同研究数
（累計）

４４６件
（H２７年度末）

６５３件
（R３年度末）

６８０件
（R３年度末）

（定義）環境科学国際センターにおける平成１２年開設時からの大
学や企業等との共同研究数。
（選定理由）よりレベルの高い研究や技術開発を推進するためには、
大学や企業等との研究交流が重要であるため、この指標を選定。

環境分野における
海外との交流者数
（累計）

８０６人
（H２７年度末）

１,０４５人
（R３年度末）

１,３００人
（R３年度末）

（定義）環境科学国際センターにおける平成１２年開設時からの環
境分野における海外との交流者（派遣・受入）数。
（選定理由）海外との交流は、研究機関として国際的に認知され
た証明の一つであるため、この指標を選定。

　目標と進捗状況
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